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概　要

ウェブアクセシビリティの標準化と普及への課題

本文は p.20 へ

　「誰もが情報にアクセスできる」ことを情報への「アクセシビリティ」といい、ウェブ
について考えるときには「ウェブアクセシビリティ」と表現する。2011 年 3 月 11 日に東
日本大震災が発生した際、公共情報を提供したウェブサイトにはきちんと閲覧できないも
のがあり、ウェブアクセシビリティへの配慮が十分ではない例が数多くみられた。
　緊急時だけではなく、日常生活でも多様な利用者がウェブを利用できるように、日本工
業規格（JIS）X 8341-3『高齢者・障害者配慮設計指針―情報通信における機器、ソフト
ウェアおよびサービス―第 3 部：ウェブコンテンツ』が統一的な技術的条件として制定さ
れている。この JIS には三つの特徴がある。達成基準を三つのグループに区分し、等級 A
適合では 25 項目を満たすというように達成等級を導入したこと、達成基準は原理的に試
験可能であること、達成基準は特定の技術を言及しない形で記述されたことである。
　各国では、近年、ウェブアクセシビリティの普及活動が活発化している。我が国では、
ウェブアクセシビリティ基盤委員会が『アクセシビリティ・サポーテッド情報』や『試験
実施ガイドライン』といった関連文書を公表している。国や地方公共団体のために、『み
んなの公共サイト運用モデル』が提供され、ウェブアクセシビリティに組織的・継続的に
取り組むように求めている。英国は、組織的にマネジメントしなければならない事項を、
ウェブアクセシビリティ行動規範としてまとめ、アクセシビリティ成熟度モデルも提案し
ている。このモデルは、組織が保有する情報通信系のシステム・機器・サービスについて、
アクセシビリティ対応度を自己評価するのに利用される。
　また、我が国ではウェブアクセシビリティ推進協会が 2010 年 4 月に設立され、民間も
含め、すべてのサイトでアクセシビリティを改善していく目標で、活動が開始されている。
ウェブサイトの提供者は、日常からアクセシビリティへの意識をさらに高めていく必要が
ある。

ウェブアクセシビリティを向上させるPDCAサイクル

みんなの公共サイト運用モデルより引用
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　2011 年 3 月 11 日に東日本大震
災が発生し、東北・関東地方の一
部は大きな被害を受けた。大震災
の直後から公共交通は混乱し、ま
た、多くの発電所が停止した影響
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で、関東地方では多くの地域で計
画停電が実施された。
　テレビ・ラジオは一週間以上に
わたり特別番組を続けたが、放送
すべき内容があまりに多すぎるた

め、公共交通や計画停電といった
さまざまな情報について「詳細は
各社のサイトをご覧ください」と
アナウンスされる場合が多かっ
た注1）。

　情報社会の進展にともない、誰
もが情報にアクセスできるように
とのニーズは高まる一方である。

「誰もが情報にアクセスできる」こ
とを情報への「アクセシビリティ」
といい、ウェブについて考えると
きには、「ウェブアクセシビリティ」
という表現を用いる。
　高齢者や障害者は、ウェブアク
セシビリティの典型的な対象者で
ある。しかし、対象は高齢者や障
害者に限られるわけではない。ス
マートフォンが流行しているが、
表示画面が小さいために若い健常
者でも使いにくい場合がある。情
報端末で見る映像は、字幕がない
と理解できない場合もある。電子
書籍機器は、テキストの拡大・縮

み上げソフトを総称してユーザ
エージェントという。
　ウェブコンテンツ提供者とユー
ザエージェント提供者という、非
常に多数の関係者が、もしバラバ
ラな技術的条件でウェブアクセシ
ビリティに対応し始めると、高齢
者・障害者を含む多様な利用者は
混乱するばかりである。したがっ
て、ウェブアクセシビリティの要
件を満たすために求められる技術
的条件は、標準という形で定めら
れることが好ましい。つまり、標
準を定めるのは、ウェブアクセシ
ビリティ普及の第一歩である。
　本稿では、標準化の動向を含め、
ウェブアクセシビリティの普及を
目指す活動を紹介する。

小が市場での評価に影響している。
これらの事例が示すように、ウェ
ブアクセシビリティは、高齢者・
障害者対応という範囲を越えて、
ウェブ技術を用いた機器やサービ
スが市場に受け入れられるかどう
かに影響する因子の一つでもある。
　すでに数限りない組織あるいは
個人がウェブ技術を用いたコンテ
ンツ（以後、ウェブコンテンツと
総称する）を提供している。また、
ウェブコンテンツを閲覧するため
のツールであるブラウザにも多く
の種類がある。このほか、何らか
の理由により視覚を用いて閲覧で
きないため、読み上げソフトを用
いてウェブコンテンツを理解して
いる利用者もいる。ブラウザや読

注1：日常的にはホームページと表現される場合が多いが、本レポートではウェブサイト、あるいはその簡略形
としてサイトという表現を用いる。

1 はじめに

2 大震災とウェブアクセシビリティ
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チェックした。その結果、ウェブ
アクセシビリティへの配慮が不足
した事例が多く見つかったが、そ
の一例を図表 1 に示す。
　図表 1 のサイトでは、ブラウザ
に Internet Explorer 7 を 用 い て
閲覧した場合、文字のサイズを最
大に設定しても最小に設定して
も、表示されるテキストの大きさ
はまったく変わらなかった。これ
は、画面の小さな情報機器で見る
場合や、小さなテキストを見るの
が困難な高齢者等への配慮が不足
した、典型的な事例である。

2-2
読み上げソフトに

対応しない事例

　ウェブサイトに文書を掲載する
際には、PDF（Portable Document 

　それでは、各社のウェブサイト
で詳細な情報がきちんと閲覧でき
たのだろうか。小さな文字を読む
のに苦労する人々に対応して、ブ
ラウザの機能でテキストの拡大は
できたのだろうか。視覚で情報を
得られない人々に対応して、読み
上げソフトで読み上げられたのだ
ろうか。聴覚で情報を得ることが
できない可能性を予期して、字幕
が用意されていたのだろうか。以
下に、問題が生じた具体的な事例
を紹介する。

2-1
文字の拡大・縮小が

できない事例

　大震災からおよそ二週間後の 3
月 23 日に、各社ウェブサイトに
おける震災対応情報の提供状況を

Format）形式を採ることが多い。
しかし、紙の資料をスキャンした
だけの画像 PDF の場合には、テ
キスト情報が含まれておらず読み
上げが一切できないので、注意が
必要である。ただし、テキスト情
報を含む形で PDF を提供したと
しても、次に実例で紹介するよう
に、読み上げソフトに対応しない
場合があった。
　大震災の影響で、福島県にある
原子力発電所が事故を起こし、多
くの人々が放射能への関心を高め
た。そこで、文部科学省は、全国
各地の環境放射能水準調査結果を
毎日公開するようになっている。
ここで公開された PDF 文書を図
表 2 に示す。音声読み上げソフト
PC Talker Vista Ver.1.24 では、
冒頭部分が次のように読み上げら
れる。

「環境放射能水準調査結果」「マ

図表 1　テキストのサイズが変えられなかったウェブサイトの例1）
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み上げられるだけで、たとえば
「調査結果が増減した時間帯」と
いった、大切な情報を聞きとるの
は困難だった。
　これらの問題を解決するには、

「9 時から 10 時」というような見
出しと「0.028」というような数
値とが、関係付けられて読み上げ
られる必要があった。このよう
に、環境放射能水準調査結果は読
み上げソフトにはほとんど対応し
ていなかった。

り、聞いただけでは意味がわから
ない。
　また、「過去の平常値の範囲」
の次に発音された「1」は「第一
の観測点」を示す番号で、第一の
観測点は北海道札幌市にある。し
かし、PDF 文書には表示されて
いる「北海道札幌市」という部分
がなぜか読み飛ばされるため、ど
の観測点の情報が読み上げられた
のか、聞いているだけでは理解で
きないという問題も起きた。
　次に、毎時間ごとの測定結果が
読み上げられる。しかし、単に

「0.028」といった数値が延々と読

イクロシーベルト時」「9」「マ
イナス」「10」「10」「マイナス」

「11」「11」「マイナス」「12」
「12」……「過去の平常値の範
囲」「1」「0.028」「0.028」「0.028」

「0.028」……

　「9」「マイナス」「10」の部分は
「9 時から 10 時」という意味であ
る。しかし、時間ごとに区切って
調査結果を示しているという説明
がなく、「時」というテキストも
PDF 文書にはないことから、読
み上げられると数字とマイナス記
号ばかりが羅列される結果とな

図表 2　読み上げソフトに対応していなかった PDF 文書の事例2）
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2-3
中途半端に配慮した事例

　官房長官は、ほぼ毎日、一日二
回記者会見を行い、大震災への対
応状況について頻繁に国民に説明
した。記者会見の様子は、首相官
邸のウェブサイトに動画の形で保
存され、だれでも視聴できる。
　図表 3 に、動画サイトのイメー
ジを示す。官房長官の左側に手話
通訳が配置され、官房長官の発言
を手話でも理解することができ
る。また、動画の下には字幕も付
加されている。
　この動画は、一見、聴覚によっ

て情報を入手できない人々に十分
配慮されているように思える。し
かし、冒頭発言の後で行われる記
者との質疑には、字幕は付与され
ていない。記者一人ひとりの近く
にマイクが設置されているわけで
はないので、健常者であっても記
者が何を質問したのか、聞き取る
のは大変にむずかしい。記者会見
の様子はテキストでも提供されて
いるが、テキストも冒頭発言に限
られ、質疑応答は掲載されていない。
　結局、質疑応答の間も通訳を続
けていた手話を読み取れた人々以
外は、記者会見の様子は、中途半
端にしか把握できない。
　この事例では、視聴者の障害の

有無を問わず、記者との質疑応答
への字幕付与が必要だったと考え
られる。ウェブアクセシビリティ
は高齢者・障害者のためだけでは
ない、ということを端的に示す実
例といえよう。

　大震災の際こそ、公共的な情報
を伝えるウェブサイトが重要にな
るが、ウェブアクセシビリティに
対する配慮はまだ十分とはいえな
い。ここで説明したような事例以
外には、画像だけの情報が掲載さ
れていた、という問題が特に多
かった。

図表 3　字幕を付与しているが、十分ではなかった事例3）
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図表 4　国際標準 WCAG2.0 に対して日本から提案した技術的条件の例

JIS X 8341-3 より引用

　緊急時だけでなく、日常でも
ウェブアクセシビリティが配慮さ
れていくようにするには、どのよ
うな工夫が必要なのだろうか。
　我が国では、このために、日本工
業規格（Japanese Industrial Stand-
ard：JIS）X 8341-3『高齢者・障
害者配慮設計指針―情報通信にお
ける機器、ソフトウェアおよび
サービス―第 3 部：ウェブコンテ
ンツ』が制定され4）、利用されて
いる。

3-1
2004 年版 JIS の制定

　JIS X 8341-3 が最初に制定され
たのは 2004 年であった。
　多様なニーズを持つ、幅広い利
用者が利用することを想定して
ウェブコンテンツを企画・設計し
てこそ、高齢者・障害者を含み、
多様な人々がウェブコンテンツを
利用できるようになる。そこで、
ウェブコンテンツに求められる技
術的条件を提供する目的で制定さ
れ た の が、 こ の JIS X 8341-3 で
ある。
　ウェブコンテンツの標準化に
おいては、W3C（World Wide 
Web Consortium）が国際標準化
団体としての役割を果たしてい

る。W3C のなかには WAI（Web 
Accessibility Initiative）が置か
れている5）。WAI はウェブコン
テンツアクセシビリティガイドラ
イン（Web Content Accessibility 
Guidelines：WCAG）1.0 を 1999
年に発表した。JIS X 8341-3 作成
の過程では、WCAG1.0 を参考に
することが基本方針とされ、その
上で、我が国のウェブコンテンツ
に特有な課題に対応する技術的条
件が追加された。また、我が国国
内で並行して進められていた JIS 
X 8341-1『高齢者・障害者配慮設
計指針―情報通信における機器、
ソフトウェアおよびサービス―第
1 部：共通指針』にも準拠した6）。
こうしてできあがったのが、JIS 
X 8341-3 である。
　なお、JIS X 8341-1 は、すべて
の情報通信機器、ソフトウェアお
よびサービスに適用されるアク
セシビリティ標準である。JIS X 
8341-1 は、いわば「親」に相当す
る標準であって、JIS X 8341-1 に
準拠して、8341-2 という番号で

「情報処理装置」、8341-4「電気通
信機器」、8341-5「事務機器」と
いう一連の「子」に相当するアク
セシビリティ標準が作られてい
る。
　JIS X 8341-3 は、JIS X 8341 シ
リーズの第三部として制定された
ものである。

3-2
国際標準化への日本の貢献

　W3C・WAI は、国際標準とし
て WCAG1.0 を完成させたのち、
急激に進歩するウェブ技術を反映
させるために、改正作業を開始し
た。これに対応し、我が国の専門
家も、2004 年ごろから、WAI で
の作業に積極的に参加していった。
　我が国の専門家から WAI に提
案した技術的条件の一例が、我が
国で特に顕著な課題に関わる技術
的条件であった。図表 4 を用いて
具体例を説明する。
　日本語は、同じ漢字列であっ
ても、発音を変えれば意味が変
わる場合がある。「今」「日」とい
う漢字列を「きょう」と発音し
た場合には「today」を意味し、

「こんにち」と発音した場合には
「nowadays」を意味するというの
が、その実例である。このほか、

「三」「田」が「みた」なら東京都
の地名、「さんだ」なら兵庫県の
地名である。これらのような場合
には、あらかじめウェブコンテン
ツに読みに関する情報を付加して
おかないと、読み上げソフトで正
しく読み上げられない可能性があ
る。目で見たときには読みが分か
らなくても大きな問題にはならな

3 我が国におけるウェブアクセシビリティ標準化の経緯
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　2010 年版の JIS X8341-3 には三
つの大きな特徴がある。これらの
特徴こそが JIS X8341-3 の普及に
影響するものであり、詳しく説明
する。

4-1
達成等級

　JIS X8341-3 では、提供される
61 の技術的条件を三つのグルー
プに区分している。JIS X 8341-3
ではこれらの技術的条件のことを

「達成基準」と呼んでいる。そこ
で、本レポートでは、改正された
2010 年 版 の JIS X 8341-3 に お け
る技術的条件を「達成基準」と呼
び、そのほかの場合には技術的条
件と呼ぶことにする。

　達成基準と達成等級の関係につ
いて、その概要を図表 5 に示す。
　たとえば、等級 A に適合する
場合には、25 項目の達成基準を
満たせばよい。この区分に例示さ
れている非テキストコンテンツ
における達成基準は「利用者に
提示されるすべての非テキストコ
ンテンツには、同等の目的を果た
す代替テキストを提供しなければ
ならない」ということである。ま
た、色の使用についての達成基準
は「情報を伝える、何が起こるか
若しくは何が起きたかを示す、利
用者の反応を促す、又は視覚的な
要素を区別する視覚的な手段とし
て、色だけを使用してはならな
い」ということである。この二つ
は、視覚によって情報を得るのが
むずかしい利用者に対応するため
の達成基準である。

　等級 AA に適合する場合には、
合計 38 項目の達成基準を満たさ
なければならない。したがって、
等級 A に適合するよりもむずか
しい。たとえば、画像化された文
字に関する達成基準は「使用して
いるウェブコンテンツで意図し
た視覚的な表現が可能である場合
は、画像化された文字ではなくテ
キストを用いて情報を伝えなけれ
ばならない」ということになって
いる。
　等級 AAA に適合する場合に
は、61 すべての達成基準を満た
す必要があるが、完全に満足する
のは、現実的にはむずかしいかも
しれない。たとえば、ライブの音
声しか含まないコンテンツの代替
コンテンツに関する達成基準は、

「ライブの音声しか含まないコン
テンツに対して、それと等価な情

いが、間違って読み上げてしまう
と意味が完全に違ってしまう。そ
こで、JIS X 8341-3 では「最初に
記載されるときに読みを明示しな
ければならない」という形で技術
的条件を示している。実は外国語
にも同様な事例がある。英語の

「read」は現在形と過去形で発音
が異なる。我が国からの提案が受
け入れられ、WAI が発表した国
際標準の第 2 版（WCAG2.0）に、

「その単語の特定の発音（読み仮
名）を示すメカニズムが利用可能
でなければならない」という技術
的条件が採用された。
　WCAG2.0 の 審 議 は 難 航 し た
が、2008 年になって決着し、国
際 標 準 と し て 正 式 に 発 表 さ れ
た7）。

3-3
JIS X 8341-3 の改正作業

　我 が 国 に は、JIS 規 格 を 五 年
ご と 見 直 す と い う ル ー ル が あ
る。2004 年 に 制 定 さ れ た JIS X 
8341-3 は、2009 年に見直し時期
を迎えた。それを機会に、JIS X 
8341-3 の改正作業がスタートした。
　改 正 の 基 本 方 針 は、 第 一 に
WCAG2.0 と の 整 合 性 を 図 る こ
と、であった。ウェブコンテンツ
は国境を越えて流通するため、標
準も整合したほうが都合がよい。
　JIS X8341-1 は、2004 年に制定
されたのち、ISO（International 
Organization for Standardization）
に提案され、諸国の専門家の意見
を反映したのち、2008 年に ISO 
9241-20 “Ergonomics of human-
system interaction―Part 20 :

Accessibility guidelines for informa-
tion/communication technology 
(ICT) equipment and services”と
して制定されている8）。JIS X8341-1
の改正作業では、この ISO 9241-
20 に本文を完全に整合させると
ともに、付属書（参考）として
試験方法が追加されている。JIS 
X8341-3 改正の第二の方針は、こ
のような JIS X 8341-1 の改正作
業結果を反映させること、であっ
た。
　改正版では、個々の達成基準

（後述）は WCAG2.0 と一致させ、
それに加えて、ウェブコンテンツ
の企画・設計・制作・開発・検
証・保守・運用の各段階（各プロ
セス）で配慮しなければならない
事項を記載した。さらに、試験方法
についても本文中に箇条を設けた。
　改正版は、広く意見を募る公開
レビューなどを経て、2010 年 8
月に出版された。

4 2010年版ウェブアクセシビリティ標準の特徴
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報を提示する、時間の経過に伴っ
て変化するメディアの代替コンテ
ンツを提供しなければならない」
ということである。ライブ音声に
関する達成基準は、聴覚によって
情報を得るのがむずかしい利用者
に対応するためのものである。
　以上に説明したように、一般的
には、等級 A よりも等級 AA の
ほうが、さらに等級 AAA のほう
が、達成はむずかしい。
　達成基準は、単に技術的な難易
度だけでなく、利用していく際に
アクセシビリティに与える重要性
も考慮して区分されている。等級
A としては、最低限それらを満
たさないと利用者に大きな影響を
与えるような、ウェブアクセシビ
リティ上重要な達成基準が並べら
れている、と言い換えてもよい。
　なお、2004 年版には達成等級
という考え方がなかった。掲載さ
れている技術的条件のなかからい
くつかを選び、選んだものだけを
満たして「準拠」と称するといっ
たケースもあった。2010 年版か
らは、このような「つまみ食い」
は許されなくなった。したがっ
て、最低でも、等級 A に区分さ
れた達成基準を満たすように努力
する必要がある。

4-2
試験可能性

　達成等級という考え方は、達
成 基 準 を 満 た し て い る か ど う
かが明確に判断できなければ、
機 能 し な い。2010 年 版 の JIS 
X8341-3 として制定された達成基
準は、原理的に試験が可能なも
のになっている。具体例を示そ
う。
　人によっては、光の明滅によ
って光感受性発作（光源性てん
かん）を誘発する場合がある。
光感受性発作を避ける技術的条
件は、2004 年版では「早い周期
での画面の点滅を避けなければ
ならない」とだけ書かれていた。
こ れ に 対 し て、2010 年 版 で は

「どの 1 秒間においても 3 回以下
である」という形で、周期の上
限が明示された。なお、これは
等級 A の達成基準である。
　白内障が進んだ高齢者などに
は、コントラストが低い画面は、
情報が読み取りにくい。そこで
2004 年版には「画像などの背景
色と前景色とには、十分なコン
トラストを取り、識別しやすい
配色にすることが望ましい」と
いう技術的条件が掲載されてい
た。2010 年版では、等級 AA の

達 成 基 準 と し て「 少 な く と も
4.5：1 のコントラスト比がなけ
ればならない」と、数値が明記
された。
　音に関連しては、2010 年版で
は、たとえば「ウェブページ上
にある音声が自動的に再生され、
その音声が 3 秒より長く続く場
合、その音声を一時停止又は停
止するメカニズム、又はシステ
ム全体の音量レベルに影響を与
えずに音量レベルを調整できる
メカニズムを提供しなければな
らない」という、試験可能な達
成基準がある。達成等級は A で
ある。
　2010 年版では、そのほかの達
成基準についても、あいまいさ
をできる限り減らすように注意
して記述されており、試験可能
性が追求されている。

4-3
技術非依存

　JIS X 8341-3 や WCAG は な ぜ
頻繁に改正しなければならなかっ
たのだろうか。それは、ウェブと
いう技術分野では技術進歩が著し
く速く、古い技術的条件が次々に
通用しなくなるためである。これ
は、情報通信分野では必然的で、

図表 5　達成基準の区分と達成等級

JIS X 8341-3 を基に作成
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JIS X 8341-3:2010
JIS X 8341-3:2010

AS
AS
JIS X 8341-3:2010

JIS X 8341-3:2010
WCAG2.0 

WCAG 2.0 
WCAG2.0
WCAG2.0

　2010 年 版 の JIS X 8341-3 は 技
術非依存だが、一方でそのため
に、どのような技術を用いて実装
したらよいか迷う人が出る恐れも
ある。そこで JIS 規格を利用する
人々を助けようと、関連する技術
文書やガイドラインを提供する活
動が始まった。
　情報通信アクセス協議会にウェ
ブアクセシビリティ基盤委員会

（Web Accessibility Infrastruc-
ture Committee：WAIC）が設置
され、JIS 規格の改正に携わった
専門家が集まった。図表 6 に列挙

する文書が作成され、2010 年 8 月
から無償で公開されている9）。

5-1
アクセシビリティ・

サポーテッド

　JIS X 8341-3 を満たすように、あ
る技術を用いてコンテンツを作成
したとしても、ブラウザや読み上
げソフトといった、ユーザエージェ
ントがその技術に対応していなけ

れば、利用者はコンテンツを閲覧
できない。
　あるトピックへ移動するために
クリックする画像に代替テキスト
が提供されていたとしても、ユー
ザエージェントが代替テキストを
見つけて利用者に示せなければ、
画像が見えない利用者はトピック
へ移動できない。つまり、代替テ
キストはユーザエージェントが理
解し使用できる方法で提供されて
いなければならない。どのような
技術を用いて代替テキストを提供
すればよいかはユーザエージェン

やむを得ないことである。
　頻繁な改正を避けるには、標準
のなかで特定の技術について触れ
なければよい。技術非依存とは、
特定の技術に言及しない形で技術
的条件を作成することをいう。
　先に説明した改正版の JIS X 
8341-1 や、その元となった ISO 
9241-20 でも、技術非依存が意識
され、WCAG2.0 と 2010 年版 JIS 
X 8341-3 でも同様の考え方が採
り入れられた。
　実は、2004 年版の JIS X 8341-3
でも、技術的条件を記述した本文
そのものに特定の技術が書かれて
いるわけではなかった。しかし、
特定の技術についての対応が例示

の形で多く掲載されていたため、
標準を読む利用者は、特定の対応
が推奨されているように感じてし
まうという傾向があった。
　一例を示そう。2004 年版では、

「画像には、利用者が画像の内容
を的確に理解できるようにテキス
トなどの代替情報を提供しなけ
ればならない」という技術的条
件の後に、「HTML（Hyper Text 
Markup Language）では、画像に
alt 属性をつける」という例示が
続いていた。ところが、例示が独
り歩きして、画像に alt 属性をつ
けるのが技術的条件そのものであ
るように、しばしば解釈されてき
た。

　これに対して、2010 年版の場
合には、前述の 4–1 節のなかでも
引用したように、「利用者に提示
されるすべての非テキストコンテ
ンツには、同等の目的を果たす代
替テキストを提供しなければなら
ない」とだけ書かれ、例示は一切
掲載されていない。このため、新
しいウェブ技術が普及し、画像の
代替情報として alt 属性を用いる
以外の方法が主流になった場合で
も、標準を修正する必要はなくな
った。たとえば、非 HTML 技術
である Flash や PDF といった多
様な技術も、同じ達成基準でカ
バーできるようになった。

図表 6　公表された 2010 年版 JIS X 8341-3 関連文書の一覧

情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会による

5 普及のための技術文書の提供
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　世の中には数多くのウェブサイ
トがあるが、政府各府省や地方公
共団体が運用する公共サイトは、
その目的上、できる限り多くの
人々が容易に利用可能であるべき
である。特に地方公共団体のサイ
トには、日常生活で必要になるさ
まざまな情報が掲載されており、
アクセシビリティの確保は必須で
ある。
　それでは、市長・区長などの首
長は、公共サイトについてどのよ
うに基本方針を提示したらよいの
だろうか。運用責任者がベンダー
に発注する際には、何を求めたら
よいのだろうか。日常の運用で
は、何に留意したらよいのだろう
か。

　これらの課題に応えるために
『みんなの公共サイト運用モデル
（2005 年版）』があり、その改定
作業が、2010 年 9 月にスタート
した。これは、2010 年 8 月に改
正版 JIS X8341-3 が制定されたの
を受けたものである。地方公共団
体の意見も反映されるように作業
が進められ、2011 年 4 月に改定
版が公表された10）。
　新しい運用モデルは、公共団
体、とりわけ地方公共団体が「ウェ
ブアクセシビリティ方針」を策定
し、文書化するように求めてい
る。また、策定したウェブアクセ
シビリティ方針をウェブサイト等
で公開するように推奨している。
ウェブアクセシビリティ方針とし

ては、「既に提供しているホーム
ページ等について、2013 年度末
まで達成等級 A に準拠し、2014 
年度末までに達成等級 AA に準
拠する」といった具体的な目標を
掲げることになっている。

6-1
取り組みの組織的体制

　みんなの公共サイト運用モデル
は、地方公共団体が、ウェブアク
セシビリティに対して組織的に取
り組むように求めている。
　団体の長は、取り組みの重要性
と必要性を理解し、取り組み体制

トによって異なるため、個々のユー
ザエージェントごとにどのような
技術に対応しているかを整理する
必要がある。
　ユーザエージェントがどのよう
な技術に対応しているかを一覧
できるようにしたのが、『アクセ
シビリティ・サポーテッド（Acces-
sibility Supported：AS）情報』で
ある。

5-2
試験実施と対応度表記

　ウェブコンテンツがアクセシビ
リティに対応している程度を示す
ものが達成等級である。達成等級
は、前述の 4–1 節で説明したよう
に、個々の達成基準を満たしてい
るかどうかで判断される。それで
は、満たしているかどうかの試験
はどのように行えばよいのだろう
か。
　JIS X 8341-3 には、3–3 節で説

明したように、「試験方法」とい
う箇条がある。「試験方法」の箇
条に基づいて、試験をおこなう
人々の理解を助け、具体的な目安
や例を示すのが『JIS X 8341-3：
2010 試験実施ガイドライン』で
ある。
　試験には、ウェブページ単位で
の試験とウェブページ一式単位で
の試験がある。後者は 100 ページ
程度までは可能であるが、それ以
上のページを試験しようとすると
多大な時間とコストを要してしま
う。サイトの性格やウェブアクセ
シビリティ方針にしたがって、全
てのページを試験すべきかどう
か、その際の時間とコストが現実
的であるかを検討して判断する必
要がある。時間とコストを節約す
るために、ランダムにページを選
択して試験する場合には 25〜39
ページが合否判定に要する標準的
なページ数であり、40 ページ以
上が合否判定に十分なページ数の
目安である。
　このような具体的な進め方が、

『JIS X 8341-3：2010 試 験 実 施 ガ
イドライン』に示されている。
　『対応度表記ガイドライン』に
は、どのような試験を行えば「適
合」と表記できるかが説明されて
いる。それによると、試験を実施
し目標とする達成基準を全て満た
すと確認して、JIS Q 1000「適合
性評価―製品規格への自己適合宣
言指針」に基づいて自己適合宣言
した場合に「適合」と表記できる
ことになっている。試験を実施し
目標とする達成基準を全て満たす
と確認しただけなら「準拠」と表
記する。達成基準の一部を満たす
と確認した場合には「一部準拠」
と、一応試験しただけで結果は問
わない場合には「配慮し試験」と
表記する。ウェブアクセシビリティ
の重要性は認識しており、できる
限り守ろうとしているが試験は行
っていない場合には「配慮」と表
記すればよい。
　対応度の表記にあいまいさがな
くなれば、利用者にはより便利で
あると考えられる。

6 公共団体への普及を目指す「みんなの公共サイト運用モデル」
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図表 7　みんなの公共サイト運用モデルが求める PDCA サイクル

みんなの公共サイト運用モデルより引用

の構築および取り組みの推進、予
算の確保にリーダシップを発揮す
ることが求められる。長のリーダ
シップの下で、公式ページの管理
運営担当部署が、アクセシビリ
ティ対応の取り組みを担う。管理
運営に関し十分な人員と工数を確
保し、管理運営を担当する職員に
対し、ウェブアクセシビリティの
重要性や対応方法について、十分
な研修機会を設ける必要がある。
異動の際、前任者から十分な引継
ぎを受けられるよう配慮したり、
管理運営に関する専門性のある職
員を育成したりするといった施策
が求められる。
　複数の部署で分担してページを
更新している団体の場合には、各
部署の職員に対し十分な研修機会
を確保する必要がある。また、ウェ
ブサイトの構築・システム開発な
どを外注している場合には、必要

に応じて JIS X 8341-3 を十分に
理解した業者に協力を求め、業者
と意思を共有し業務を実施しなけ
ればならない。業者に全て任せる
のではなく、自団体の責任におい
て目標を設定し、目標達成のため
に必要な取り組みを推進するとい
う姿勢が重要である。
　利用者の声を反映して、ウェブ
アクセシビリティの確保・維持・
向上を実現するためには、問題点
の指摘やリニューアル実施時の検
証への参画などに、地域の団体等
の協力を得ることが有効である。

6-2
PDCA サイクルを回す

　ウェブアクセシビリティ方針を
達成するために採る重要な考え方

が PDCA （Plan, Do, Check, and 
Action）サイクルである。みんな
の公共サイト運用モデルに掲げら
れている PDCA サイクルを図表
7 に示す。
　計 画 P（Plan） の ス テ ー ジ で
は、現状が把握され、目標が設定
される。現状把握では、アクセシ
ビリティ評価ツールによる診断
や、JIS X 8341-3 の知識が豊富な
専門家あるいは高齢者・障害者
を含むユーザによる評価が実施さ
れる。サイトの作成技術や運用方
法といった運用の現状も把握され
る。その上で、ウェブアクセシビ
リティ方針が作成され、公開され
る。
　実行 D（Do）のステージでは、
日々のページ作成・更新におい
て、目標を達成するための取り組
みを実施するとともに、年度ごと
に取り組み項目を検討し、必要な
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　継続的にウェブアクセシビリティ
を改善していくために、英国 BSI

（British Standard Institute）は、国内
標準 BS 8878“Web Accessibility–
Code of Practice”の標準化作業
を進めてきた。この標準は、ウェ
ブアクセシビリティを維持・向上
していくために組織的にマネジメ
ントしなければならない事項を、
行動規範としてまとめたものであ
る11）。我が国におけるみんなの公
共サイト運用モデルと同様の発想
である。
　BS 8878 は、組織がウェブプロ
ダクトのアクセシビリティを高
め、より使いやすくするための措
置を講じることが推奨される理由
には、主に以下の三つがあると、
紹介している。第一は法的な理由
で、アクセシビリティの条件を
満たさないウェブプロダクトを提
供した組織は、2010 年平等法や

1995 年障害者差別禁止法に基づ
き、損害賠償を請求される恐れが
ある。第二は商業的な理由で、障
害者差別禁止法によって保護され
る人の数は 1100 万人を上回り、国
家年金受給年齢に達している人の
数はおよそ 1200 万人と、ウェブ
アクセシビリティを要求する市場
の規模は十分に大きい。第三は道
徳的な理由で、障害者や高齢者が
自活力を高め積極的に社会に参加
していくために、ウェブが不可欠
な道具だからである。
　BS 8878 はウェブプロダクトと
いう表現を用いている。ウェブプ
ロダクトとは、あらゆるウェブサ
イト、ウェブサービス、もしくは
インターネット経由でウェブブラ
ウザから利用者に提供されるウェ
ブ／ワークプレイスアプリケーショ
ン、リッチ・インターネット・ア
プリケーション、ブラウザから

提供される SaaS（Software as a 
Service）／クラウドコンピューティ
ングサービス、コンピュータや携
帯電話、さらには電子書籍機器、
タブレット型コンピュータ、セッ
トトップボックス、テレビなどの
インターネットに接続できるデバ
イスなど、インターネットに接続
できるさまざまなプラットフォー
ムで閲覧できるものであるとされ
ている。ウェブ技術が広く活用
されている状況が分かる記述であ
る。
　BS 8878 では、ウェブアクセシ
ビリティは「最高経営責任者ある
いは最高執行責任者が最終的な責
任を持って進めるべき課題」であ
り、「組織としてのアクセシビリ
ティ指針を作成するべきである」
と推奨されている。BS 8878 は、
国有企業、民間企業、非営利団
体、政府省庁、地方公共団体、公

人員や予算を確保する。日々のペー
ジ更新では、問題の有無を確認す
るためのチェックリストを作成し
ページ作成者が確認する、アク
セシビリティ評価ツールや CMS

（Content Management System）
のチェック機能を活用し確認す
る、あるいは、管理運営担当部署
でアクセシビリティに関する知識
のある担当者が確認を行った上で
公開する、といった方法が例示さ
れている。
　ウェブサイトに問い合わせ先を
掲載するなどして、利用者の意見
を積極的に収集し、すぐに対応可
能な問題点は日々の運用において
対応することも重要である。技術
や予算の面からすぐに対応するの
がむずかしい問題点は、次回のリ
ニューアル時の検討課題とし、リ
ニューアル時にはアクセシビリティ
に対応するよう、必要な取り組み

を実施する。
　検証 C（Check）のステージで
は、5–2 節の「試験実施と対応度
表記」に基づいて試験を実施し、
対応度を公表する。
　継続的行動 A（Action）のス
テージでは、ガイドラインの更
新、職員研修、定期的なウェブア
クセシビリティ検証、ユーザ評価
などを通じて、品質をさらに改善
するための取り組みを継続的に実
施する。成果を踏まえて目標とす
る達成基準を追加したり、より上
の達成等級を設定するなど、ウェ
ブアクセシビリティ方針を見直し
する。1 年に 1 回以上を目安に、
JIS X 8341-3 に基づいた試験を定
期的に実施する。
　このように、PDCA サイクル
を継続的に回すように求めている
ことが、改定されたみんなの公共
サイト運用モデルの特徴である。

ウェブサイトには日々新しい情報
がアップされていくため、継続的
にマネジメントしていかない限
り、気付かないうちにウェブアク
セシビリティ上の問題が起きてし
まう恐れがある。運用期間中に問
題が生じるのを避けるために、継
続性が強調されているのである。
　また、総務省は、みんなの公共
サイト運用モデルの公開と同時
に、アクセシビリティ評価ツール
と し て、miChecker（ エ ム ア イ
チェッカー）を公開した。ウェブ
アクセシビリティに関わる試験に
は、機械的に点検できることと人
が判断しなければいけないことの
両 方 が あ る。miChecker は、 機
械的に可能な点検を実施するとと
もに、人による判断を支援する
ツールである。

7 英国におけるウェブアクセシビリティの行動規範標準
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共機関、学術機関など、あらゆる
形式の組織に適用される。
　一方、我が国のみんなの公共サ
イト運用モデルは、対象を公的な
ウェブサイトに限定している。今
後、我が国でも、民間企業や非営
利団体といった民の側についても
ウェブアクセシビリティを普及さ
せるため、官民の別に関わらず参
照できるドキュメントが求められ
るようになるだろう。
　また、BS 8878 は、ウェブプロ
ダクトの目的を定め、対象利用者
のニーズについて分析することか
ら始まる、一連の手順を定めてい
る。ウェブプロダクトが提供しな
くてはならない利用者の目的およ
びタスク、ウェブプロダクトが提
供を目指すユーザエクスペリエン

スのレベル、アクセシビリティに
対する設計アプローチ、対応する
配信プラットフォーム、対応の対
象となるブラウザとオペレーティ
ング・システムおよび支援技術、
ウェブオーサリングツールの調達
もしくはウェブ技術の選択、制作
プロセスにおけるウェブプロダク
トのアクセシビリティ確保、ウェ
ブプロダクトの運用開始時にアク
セシビリティに関する決定を通知
する方法、運用開始後のアクセシ
ビリティに対する活動および維持
など、ウェブプロダクトの設計・
開発から運用に至るすべての手順
を通じてアクセシビリティを確保
する、という思想が具体的に記述
されている。
　みんなの公共サイト運用モデル

は PDCA サイクルを陽に強調し
ている。これに対して、BS 8878
は継続的にウェッブアクセシビリ
ティを改善していくように求めて
いるにもかかわらず、PDCA サ
イクル自体についての言及はな
い。PDCA サイクルは、第二次
世界大戦後、品質管理手法を構築
した、米国人のウォルター・シュー
ハート、エドワーズ・デミングら
が提唱したもので、デミング・ホ
イールとも呼ばれている。我が
国では著名な品質管理手法である
が、欧米での認知度は意外にも低
い。このため、BS 8878 には直接
の言及がないものと思われる。
　BS 8878 は、組織内の業務プロ
セスを律するという点で、プロセ
ス標準の一種と位置付けられる。

　英 国 に は、Employers’Forum 
on Disability という雇用者が組織
したフォーラムがある。フォーラ
ムのなかに、Business Taskforce 
on Accessible Technology が組織
され、アクセシビリティ成熟度モ
デルが開発された12）。アクセシビ
リティ成熟度モデルは、組織が保
有する、あるいは社会に提供し
ている情報通信系のシステム・機
器・サービスについて、アクセシ
ビリティ対応度を自己評価するも
のである。アクセシビリティ成熟
度モデルの対象はウェブコンテン
ツだけではないが、ウェブコンテ
ンツも含まれるので、ここで紹介
しよう。
　アクセシビリティ成熟度モデル
の要点は図表 8 に示す自己評価の
成績表にある。

　情報通信システムを古くから運
用してきた組織には、レガシーシ
ステムと呼ばれる古いシステムが
残存している場合がある。レガシ
ーシステムのアクセシビリティが
低ければレベル 1、改善戦略があ
ればレベル 2、アクセシビリティ
への配慮が完了していればレベル
5、というように、組織は図表 8
を用いて自己評価する。
　ある年に自己点検をしたとき
に、ビジネスの牽引車はレベル 2
で、組織内標準とガイダンスはレ
ベル 3 だったとしよう。翌年、再
度評価したら、ビジネスの牽引車
はレベル 3 に向上し、組織内標準
とガイダンスはレベル 3 のまま、
といった変化が現れる。こうし
て進歩もわかり、目標も設定でき
る。組織としての強みと弱みも明

らかになる。
　アクセシビリティ成熟度モデル
は、最高情報責任者、最高技術責
任者、人事部、IT プログラムの
マネージャといった、多様なレベ
ルの人々が、組織のアクセシビリ
ティ対応について自己評価を実施
し、結果を理解し、向上計画を作
成するために利用される。
　英国のアクセシビリティ成熟度
モデルは、官民問わずどのような
領域の組織であっても共通する、
典型的な方針と活動を基に作成さ
れたものである。タスクフォース
参加者だけでなく、外部の意見も
取り込んでいる。相対評価の指標
と方向性を示し、次のステップに
向かって組織それぞれに取るアプ
ローチ方法を支えるという点に特
徴がある。

8 「アクセシビリティ成熟度モデル」という考え方
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アクセシビリティ成熟度モデルより引用

図表 8　組織の IT アクセシビリティ対応がどの程度成熟したかを評価する成績表
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　特定非営利活動法人ウェブア
クセシビリティ推進協会（Japan 
Web Accessibility Consortium：
JWAC）が 2010 年 4 月に設立され
た13）。みんなの公共サイト運用モ
デルは、公共団体が提供するウェ
ブサイトが対象であるが、JWAC
は、民間が提供するサイトも含
め、すべてのサイトでアクセシビ
リティを改善していくことを目標
としている。
　JWAC は、ウェブアクセシビ
リティの品質レベルを維持・向上
させていく事業、ウェブアクセシ
ビリティに関する普及啓発事業、
ウェブアクセシビリティをさらに
向上させるための調査研究事業
等を推進している。今後、JWAC
の活動を通じて、我が国でも、行
動規範に関する標準化を進めた
り、アクセシビリティ成熟度モデ
ルに相当する評価尺度を普及させ
たりしていくことが期待される。
　民間の雑誌社が、アクセシビリ
ティを含めて、地方公共団体や企

業ウェブサイトのランキングを発
表している例がある14）。順位が分
かると励みになるので、ランキ
ングの発表は毎回、社会的な関
心を集めている。今後は、JIS X 
8341-3 に基づく試験実施結果をラ
ンキングに反映させるように期待
したい。
　内閣府に設置された障がい者制
度改革推進本部は、2010 年 6 月
に公表した『基本的な方向につい
て』のなかに「情報アクセス・コ
ミュニケーション保障」を盛り込
んだ15）。総務省のグローバル時代
における ICT 政策に関するタス
クフォースも「公的機関ウェブサ
イトのアクセシビリティの更なる
向上」を具体的施策として提言し
ている16）。このように、ウェブア
クセシビリティの実現を目指す政
策が動き出している。ウェブサイ
トの提供者は官民問わずアクセシ
ビリティへの意識を高めていく必
要がある。
　米国では、リハビリテーショ

ン法 508 条に基づく公共調達が、
2001 年から実施されている。508
条は、連邦政府が調達する情報
通信機器・サービスはアクセシ
ビリティの技術的条件を満たすよ
うに求めている。情報通信分野
の急激な技術進歩に対応するた
め、508 条技術基準の改定作業が
2006 年に開始された17）。新技術
基準は 2012 年から運用される見
込みだが、ウェブコンテンツにつ
いては WCAG2.0 と一致するもの
になっている。つまり、連邦政府
が提供するウェブコンテンツは、
実質的には、WCAG2.0 への準拠
を義務付けられるようになるわけ
であり、米国におけるウェブアク
セシビリティの普及に役立つだろ
うと考えられる。
　このレポートでは英国での取り
組みについて詳しく説明したが、
米国のように、ウェブアクセシビ
リティへの対応を義務付ける国も
出始めており、先進各国では普及
に向けた努力が続けられている。

　2 章において、ウェブアクセシ
ビリティへの配慮が不足した事
例をいくつか紹介した。2010 年
版 JIS によれば、文字の拡大・縮
小については、等級 AA の達成
基準として「テキストを支援技
術なしで 200% までサイズ変更で
きなければならない」とある。ま
た、PDF 文書の読み上げに関連
して、等級 A の「表現を通じて
伝達される情報、構造および関係
性は、プログラムが解釈可能でな
ければならない」という達成基準
がある。映像への字幕の付与につ
いては「同期したメディアに含ま

れているすべての収録済みの音声
コンテンツに対して、キャプシ
ョンを提供しなければならない」
という等級 A の達成基準がある。
事例で示したウェブサイトが JIS 
X 8341-3 を基に制作・提供され、
上述の達成基準が満たされていた
ら、指摘したように問題は起きな
かったはずである。
　災害などの非常事態は、普段は
見逃していた問題を照らし出す
サーチライトのようなものであ
る。今回の東日本大震災も、ウェ
ブアクセシビリティの多くの問題
を照らし出した。サイト提供者

は、優先順位をつけて順番に問
題を解決するよう努力すべきであ
る。ただし、これらのウェブサ
イトを後から直すには手間がかか
る。ウェブアクセシビリティに関
する問題が後から指摘されて手戻
りの費用がかかるよりも、最初か
らウェブアクセシビリティを満た
すように制作しておく方が好まし
い。
　非常時の問題が示唆するのは、
日常的にウェブアクセシビリティ
を意識して情報を受発信するとい
う姿勢を組織内に定着させておく
ことの重要性である。緊急時に、

9 普及に向けた努力

10 おわりに
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急にウェブアクセシビリティに対
応しようとしても、不備が生じる
可能性は高い。本レポートで紹介
したように、組織的・継続的にウェ
ブアクセシビリティを向上させて
いこうとするプロセス標準の考え

方が、広く普及していくように期
待したい。
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http://www.ciaj.or.jp/access/web/
10）　みんなの公共サイト運用モデルは次のサイトで公開されている。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/w_access/index_02.html
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12）　アクセシビリティ成熟度モデルに関する詳しい情報は次のサイトにある。
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記述は『地球的課題検討部会最終報告書』に掲載されている。この報告書は次のサイトにある。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000094721.pdf

17）　山田肇、「情報アクセシビリティをめぐる欧米の動向と教訓」『インクル』（2009）

参考文献



35Science & Technology Trends  May  2011

ウェブアクセシビリティの標準化と普及への課題

山田　肇
科学技術動向研究センター　客員研究官

東洋大学経済学部教授。総務省グローバル時代における ICT政策に関するタスク
フォース、知的財産戦略本部国際標準化戦略タスクフォースなどに参加。情報社会の
関わる制度のあり方について活発に発言を続けている。

執筆者プロフィール


	科学技術5月号表1
	科学技術5月号概要1
	科学技術5月号概要2
	科学技術5月号トピックス1
	科学技術5月号トピックス2
	科学技術5月号トピックス3
	科学技術5月号トピックス4
	科学技術5月号トピックス5
	科学技術5月号report1
	科学技術5月号report2

	メニューへ戻る: メニューへ戻る


